
令和6年度
建築確認等オンラインセミナー

令和6年6月

【基準法改正】ざっくりおさらい
木造一戸建て住宅の建築確認で何が変わる？

～2階建て木造戸建住宅等の確認申請・審査マニュアルの解説～



令和4年6月17日に公布された改正建築基準法の最終的な施行日となる、2025年
4月まで残り1年を切りました。
各種図書の作成方法や、申請手続きに関して今一度おさらいし、2025年に向けた
準備にご活用ください。

はじめに.
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１）.四号特例の見直し
現行の「4号」はなくなり、「2号」「3号」に変更
「2階建て以上又は200㎡超」の木造建築物は新2号となり、大規模修繕・模様替えを含み、都市
計画区域内外を問わず、確認・検査（構造関係規定・省エネ基準含む）が必要
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改正前

1号
【特殊建築物】

法別表第1の用途で床面積の
合計が200㎡超

2号
木造

階数3以上/延べ面積500㎡超
高さ13ｍ超/軒高9ｍ超

3号
非木造

階数2以上/延べ面積200㎡超

4号 上記以外のもの

改正後

1号
【特殊建築物】

法別表第1の用途で床面積の
合計が200㎡超

2号
階数2以上/

延べ床面積200㎡超

3号
平屋建て かつ

延べ床面積200㎡以下

：特例有

１.法改正の概要



【木造2階一戸建てにおける大まかな変更点】

① 全ての地域で確認申請が必要（宮城県は従来より都計外含む全域で必要）

② 確認申請時に、構造関係規定の図書の提出が必要

③ 壁量計算や柱の小径等に関する基準が改正

④ 省エネ基準への適合義務化

⑤ 完了検査の際に、構造関係規定や省エネ基準に関しても検査の対象になる
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芯に号

建築確認・検査における審査（検査）項目
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新2号
→これまで特例の対象だった

「構造関係規定」「防火避難規
定」「設備その他単体規定」
「省エネ基準」が審査（検査）
対象となる。

完了（中間）検査においても、
構造関係規定等に関する部分や
省エネ基準に関する検査が行わ
れる。



芯に号

確認・検査の流れ
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基本的にはこれまでと同様

省エネ法改正に伴い全ての建
築物の新築・増築・改築時の省
エネ基準への適合が義務化

→原則、着工前に「建築物エネ
ルギー性能適合性判定（省エネ
適判）」を受け、確認申請時に
適合判定通知書を提出

※「仕様基準（住宅用途のみ。
計算によらず、容易に基準への
適合性を確認できるもの）で確
認できる場合は、省エネ適判は
不要



芯に号

２）.構造関係規定等の改正
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①壁量基準の改正
新たな計算方法へ変更

②構造計算対象の見直し
軒高に関わらず、16ｍ以下に拡大
500㎡→300㎡超は少なくともルート1の構造計算が必要



芯に号

①省エネ基準への適合義務の拡大
改正後は、新築されるすべての建築物に、省エネ基準への適合が義務化

※平屋200㎡以下（新3号）も適合義務に該当
※住宅用途に限り仕様基準（計算によらず容易に基準への適合性を確認可能）で確認できる場合
は省エネ適判は不要

②既存建築物の取り扱い
適合は求められない
増改築をする場合は、当該増改築部分についてのみ適合が求められる。

３）.建築物省エネ法の改正
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2.申請図書

提出方法

一部の図書の情報を、仕様表
としてまとめて記載したもの
を提出

必要図書をすべて作成し、
それぞれの図面に必要な
情報を記載して提出



【申請時に必要となる基本的な提出図書】

計画概要・付近見取図・内部/外部仕上表
配置図・求積図・地盤算定表
平面図
立面図・断面図
構造詳細図
（基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・軸組図）
床面積・見付面積計算表
シックハウス関係図書（24時間換気計算）
壁量判定兼耐力壁図
四分割法判定
柱頭柱脚金物算定（N値計算表）
給排水衛生・電気設備図
計算書（採光・換気・省エネ）
設計内容説明書（省エネ）
機器表（省エネ）

仕様表
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仕様表として
まとめてもOK



構造詳細図関係（基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・軸組図等）
については、仕様表として整理して添付でも可

→設計図書の書き込み・作成量を削減できる

１）. 仕様表
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②キッチン（火気使用の場合）
火気使用室の有効換気量の計算

③採光補正係数の算出に必要な
水平距離の明示

④居室に設ける採光・換気のための
開口部の位置を明示

①

②

③

２）.平面図

①階段・踊場・手摺の構造
（踏面・蹴上・幅等の各部寸法等）の
明示

④
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①

②

③
②排気機の位置を明示

③給気口の位置を明示

３）.立面図

①採光補正係数の算出に必要な
開口部の中心から直上の建築物までの
垂直距離を明示
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②軒及び庇の出寸法を明示

③各階の天井の高さを明示

４）.断面図

①建築物の各部分の高さ、
各階の床の高さを明示

①

②

③
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②構造体力上主要な部分である軸組等の
構造方法、延焼の恐れのある部分の外壁の
断面の構造・材料の種別及び寸法を明示

③構造体力上主要な部分/基礎の形式、
各部の寸法、材料の種別、手巾、補強筋の
種類、径、設置位置、設置間隔、補強筋と
主筋の緊結方法を明示

５）.構造詳細図

①屋根ふき材の種別、断面の構造・
材料の種別及び寸法を明示

① ②

③
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６）.壁量関係図書

①見附面積

②①

③ ④
②壁量判定・耐力壁図

③四分割法

④金物算定図（N値計算表）
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②各種設備の種類と位置及びその凡例

③配管設備の種類・位置・構造及び
排水トラップ、阻集器、通気管の位置

７）.給排水衛生・
電気設備図

①常用の電源の種類及び位置

① ②

③

②
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施行日前後における改正法の適用について

建築確認・検査の対象となる建築物の見直し等は、施行日（2025年4月1日）
以後に工事に着手するものについて適用されます。

①

②

③

R7.4.1

確認済証

確認済証

確認済証

着工

着工

着工

検査済証

検査済証

検査済証計画変更

確認：審査しない
検査：審査しない①

②

③

確認：審査しない
検査：審査する

確認：審査しない
計変：審査する
検査：審査する

【改正法の適用】 【改正法に係る図書】

添付不要

完了検査時に添付必要

計画変更時に添付必要
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引続きセミナーをご覧ください。

20


	スライド 1:   令和6年度 建築確認等オンラインセミナー 
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20

